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改正労働契約法

厚生労働省「労働契約法の改正について」より



無期労働契約への転換（１８条）
• 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で５年を超えて繰り返し更新
された場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換できます。 

• このルールは、有機労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の
安定を図ることが目的です。 

• 平成２５年４月１日より施行されており、同日から労働契約を開始して、
更新を継続している労働者の場合、平成３０年（２０１７年）３月末日
で５年となります。 
 
→　２０１８年４月から有期労働者は該当する労働契
約の無期転換が可能になります。



クーリングと脱法の危険性

→　６ヶ月のクーリング（契約のない期間）を設けることで、
労働契約の無期転換を回避できると解釈され、法の趣旨に反
して、「５年（以内）で雇い止め」ルールを設ける企業が出
てくる危険性がありました。

厚生労働省「労働契約法改正のあらまし」より



大学教員等の特例
「研究開発システムの改革の推進等に よる研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関す
る法律及び大学の教員等の 任期に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第99号)

厚生労働省「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等 に対する労働契約法の特例について」より

→　特例法は大学教員等の無期転換申込権発生までの期間を
１０年としました。しかし、この特例法さえ適用しないで、
５年で雇い止めルールを新設する大学が出てきました。



大学の脱法行為

→　東京大学、一橋大学、東京外語大学、東京芸術大学、
東京工業大学、東京学芸大学、高崎経済大学などが「５年
雇い止めルール」を新設しようとして、撤回してきました。

弁護士ドットコム：朝日新聞：毎日新聞より



就業規則と労働者代表
• ５年雇い止めルールを新設するには、就業規則の変更が必要
です。 

• 就業規則変更は、労働者の過半数を組織する労働組合か、あるいは民主
的な手続きによって選出された労働者の過半数を代表する労働者
代表の聴取が必要です。使用者が一方的にルールを決めるのではな
く、変更の内容を労働者に確認しなくてはいけません。 

• 早稲田大学、東京大学などでは、首都圏大学非常勤講師組合らが、労働
者代表の選出手続きに不備があり、労働者の過半数を代表し
ない労働者代表の就業規則への聴取は無効である、と主張しま
した。結果、労働基準法違反で、刑事告発にいたった大学もあります。



立命館大学の場合❶
• 非常勤講師を「５年で雇い止め」するルールを新設 

• ２０１５年度に就業規則を労働者代表に聴取して、「５
年で雇い止め」ルールを２０１６年度からはじめまし
た。５年後の２０２０年度から大量の雇い止めがはじ
まると予想されていました…… 
 
→　ところが、立命館大学は２０１７年度末に一部教
員が「５年で雇い止め」ルールで雇い止めにしようと
しています。



立命館大学の場合❷
• 就業規則変更で、非常勤講師を兼任していた一部研
究員は２０１３年にさかのぼって雇用期間を通算し、
２０１７年度末に雇い止めできる制度をつくってい
ました。過去にさかのぼって契約を変更する違法と
思われる仕組みです。 

• 複雑に組み立てられた制度ですが、ポイントは、５
年で雇い止めルールをより違法性の高い形で導入し
たことです。



立命館大学の場合❸
• ５年で雇い止めルールによる被害報告がいくつもありました。 

• 今回雇い止めされるのは若手研究者が多いです。これらの若手研究者は、立命館大学に研
究員として雇用され、その契約上、大学からは非常勤講師として担当する授業の数を制限
されていました。研究員の契約が終わってから努力を重ねて、ようやく授業の数を増やし
ました。 

• しかし、突然、２０１７年末に授業がすべてなくなると言われました。研究員の期間と非
常勤講師の期間を２０１３年度にさかぼのって通算すると５年になるからという、ただそ
れだけの理由です。２０１６年度に自分の知らないところで、就業規則が変えられていた
からです。その際に、雇用契約も説明なく変更されました。収入は激減してしまい、生活
が困窮する状況におかれました。 

• ２０１７年度に受講してくれた学生さんが「先生の授業が面白かったから友達に紹介した
よ」と話しかけてくれました。しかし、このままではその授業を担当することができなく
なってしまいます。



立命館大学の場合❹
• 立命館大学の労働者代表は過半数の得票数を下回り
続けています。つまり、就業規則を変更した２０１
５年も、過半数を代表しない労働者代表に聴取を行
いました。また実質的に、労働者に重要な制度変更
の説明を行うこともなく、一方的に契約を変更して
不利益を与えたのです。 

• ２０１７年１２月２７日、京都上労働基準監督署に
立命館大学の労基法違反を申告しました。



立命館大学の場合❺
• 大学は関西非正規等労働組合・関西圏大学非常勤講
師組合・ゼネラルユニオンとの団体交渉で、次のよ
うな発言を繰り返しました。 
 
「この制度は立命館の雇用制度の歴史の独自の到達
点」「改正労働契約法は関係ない」「この制度は非
常勤講師の利益にもなる」「２０１６年度以降に雇
用される人に適用されるもので、それ以前の人たち
は無期転換していく」等。



立命館大学の場合❻
• ２０１８年１月３０日、立命館大学は労働基準法違
反で、京都上労働基準監督署から是正勧告と指導を
受けました。立命館大学の労働者代表は過半数を代
表していないことが労基署によって認められたので
す。非常勤講師を５年で雇い止めするために作られ
た、２０１５年の就業規則（「立命館大学授業担当
講師就業規則」）も無効です。



大学と有期雇用
• わたしたちは、社会的公正に関する諸研究を発信してきた教育・研究機
関である大学が、雇用を崩壊させる制度を合理的な理由もなく導入する
ことに、反対してきました。 

• 立命館大学は、若者を教育する機関でありながら、若者が飲み込まれて
いく非正規雇用の労働市場を率先して作り出してきたのです。 

• なぜ仕事がそのままあるのに、無意味に有期雇用にするのでしょうか。
なぜ非正規雇用の不利益になることを、当事者の話をきかないでつくっ
たのでしょうか。 

• 立命館大学で全国に先駆けて設置された、改正労働契約法を脱法する「５
年雇い止め」ルールを撤回し、雇い止めを通知された非常勤講師を救済
するべきです。



わたしたちぬきに、 
わたしたちのことをきめないで


